
  
 

 
  2021 年 12 月 20 日 

キリングループロジスティクス株式会社 
 

2022年の年間所定労働時間を 24時間削減 

～ワークライフバランスの充実に向けて～ 
 

キリングループロジスティクス株式会社（社長 山田崇文、以下 KGL）は、従業員のワークライフバランスの充実を

目的に、2022 年の年間所定労働時間をこれまでの 1,920 時間から 24 時間短縮し、1,896 時間とすることに決定

しました。年間所定労働時間の改定は当社で初めてです。 

 

KGL は、2016 年より従業員の働き方改革に取り組み、労働組合との間でも相互に意見交換、検討を重ね、効

率的な働き方の実現や生産性の向上に向けて、積極的に制度の導入と改定を実施しています。 

 

今回、各事業所での業務改善、多能工化などによる総労働時間の削減に取り組んだ結果、年間所定労働時間

を 24 時間削減できる見通しがたちました。 

 

今後もポストコロナを見据え、生産性向上と従業員のワークライフバランスの充実を目指し、積極的に働き方改革に

つながる制度を導入・改定していきます。 

 

KGL は、キリングループで培った「キリン品質」で、お客様に「安全」・「安心」・「信頼」と「質の高いサービス」を提

供するとともに、国土交通省・経済産業省・農林水産省が推進する「ホワイト物流」推進運動を推進していくことで、

持続可能な物流を実現していきます。 
  
 
添付資料…「働き方改革」実現に向けた制度導入について 
 
 
 
【本件お問い合わせ先】 

キリングループロジスティクス株式会社 人事総務部 人事総務担当 （担当：山内） 
東京都中野区中野 4-10-2  中野セントラルパークサウス Tel: 03-6837-7010 

 

 

News Release 




「働き方改革」実現に向けた制度導入について 


 


2016年  


■在宅勤務制度導入 


自宅・留守宅での勤務を可能にすることで働く場所の自由度を上げ、効率的な働き方による生産性の向上とワ


ークライフバランスの実現を図りました。 


 


2017年 


■インフルエンザ予防接種費用補助 


従業員の健康維持および集団感染による業務リスク低減の観点から、従業員がインフルエンザの予防接種を


受けることを奨励するとともに、会社にて費用の一部補助を実施しました。 


 


2018年 


■キャリアリターン制度導入 


社外の経験を積んだ人材に再び当社に貢献してもらう機会を拡充しました。 


■リフレッシュ休暇制度拡大 


長く働いた従業員への慰労の観点から休暇日数の拡大を行いました。 


■積立休暇要件拡大 


家族の記念日を対象としたアニバーサリー休暇を新設しました。 


 


2019年 


■フレックスコアタイム廃止 


働く時間の自由度を上げ、更なる柔軟な働き方による生産性の向上とワークライフバランスの実現を図りました。 


■看護介護休暇無事故扱い 


お子様の病気やご家族の介護の際に安心して休暇を取得できるようにしました。 


■傷病からの復帰支援 


業務外の傷病により一定期間（1 ヵ月以上）休業した社員が職場復帰する場合に勤務時間の短縮により、


円滑な職場復帰に向けて支援します。 


 


2020年 


■在宅勤務制度改定 


新型コロナウイルスの感染リスク低減と新たな働き方へのチャレンジ、ポストコロナを見据えた業務改革の一環と


して、働きがいの実現に繋がる制度とするために、使用回数、就労場所の拡大、勤務時間のフレキシブル化を


実施しました。また、在宅勤務を実現するために情報機器の購入、業務内容の見直しを行い、最大 40％の社


員が在宅勤務を実施しました。 


■全国・ブロック社員制度導入 


勤務場所に関する従業員の選択肢を増やすことによる、より働きやすく、やりがいをもって働ける環境の形成及


び採用力の向上を目的に導入しました。全国社員は、KGL グループ全体での職務の経験を通じて会社経営の


中核的な役割を担う社員となることを期待し、ブロック社員は、各ブロックで地域に根差した従業員の活躍によ


る、パートナー会社とのリレーション強化・集車力の向上を目指します。 


■インフルエンザ予防接種費用全額補助 


インフルエンザの流行シーズンに加えて新型コロナウイルスも重なり、従業員の健康維持ならびにキリングループ及


び KGL の社会的責任として製造・供給責任を果すために、集団感染による業務リスクを低減し物流機能を維


持する観点から、全額補助としました。 


 


2021年 


■キャリアリターン制度見直し 


退職事由、雇用条件の一部緩和を実施しました。 







■積立休暇取得目的拡充 


子ども（小学校 6 年まで）の学校行事に参加する場合、男性の産休、育休（配偶者が産休、育休取得中


に限る）、家族の介護に充てる場合、異動時の役所申請（１日）、療養関連（人間ドック、不妊治療、予


防接種など）、ボランティアによる取得を可としました。また、積立可能となる勤続年数を廃止しました。 
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